
informationお知らせ 働く女性・事業主・医師・助産師の皆さん
をご存じですか？母性健康管理指導事項連絡カード

医師等 妊娠中または
出産後の働く女性 事業主

❶健康診査等を受診
❸母子連絡カード
を提出し、措置
を申し出る

❷母子連絡カードに
必要事項を記載

❹母子連絡カードの
記載内容に応じた
措置を講じる

働く女性の妊娠・出産をサポートするサイト
「女性にやさしい職場づくりナビ」

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/

職場における妊娠中の女性労働者などへ
の配慮について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpa
ge_11067.html

お問い合わせ先 健康福祉課 ☎ 22 -3115

　新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容などによって、新型コロナウイルス感染症
への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
　こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型
コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。

  母性健康管理措置とは
●男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後１年以内の女性労働者が保健指導・健康診
査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守るこ
とができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
!   本措置の対象期間は、令和２年５月７日～令和３年１月31日です。
  新型コロナウイルス感染症に関する措置について
●妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新
型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の
健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た
場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

   指導の例
感染の恐れが低い作業への転換または出勤の制限

 （在宅勤務・休業）

母性健康管理措置には、他にも以下のような措置が
あります。
●妊娠中の通勤緩和●妊娠中の休憩に関する措置
●妊娠中または出産後の症状などに関する措置（作
業の制限、勤務時間の短縮、休業など）
このほか、妊娠中の女性労働者は、時間外、休日労
働、深夜業の制限などについて、労働基準法により、
主治医等からの指導がなくても請求できます。
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レジ袋

知っていますか？
厚 手

繰り返し使えて
地球にやさしい

バイオマス

CO2 増加防止で
地球にやさしい

生分解性プラ

海洋で分解され
地球にやさしい

レジ袋削減にご協力ください
レジ袋有料化 2020年7月1日スタート

レジ袋有料化お問合せ窓口レジ袋有料化お問合せ窓口レジ袋有料化お問合せ窓口レジ袋有料化お問合せ窓口
0570-080180

消費者
向け

レジ袋有料化お問合せ窓口
0570-000930

事業者
向け

経済産業省
レジ袋有料化
に関するHP

https://www.meti.go.jp/
policy/recycle/plasticbag/
plasticbag_top.html

上記の３点については、法令に基づく有料化の対象とはなりませんが、あらゆるレジ袋を有料化することにより過剰な使用を抑制していくことが基本です。

環境コーナー

　 「四万十町過疎地域自立促進計画」について意見公募（パブリックコメント）を実施します。
　町の過疎対策として、過疎地域自立促進特別措置法に基づき、財政上の特別措置を活用するため、「四万十町過疎地域自
立促進計画」を策定していますが、今回、計画の一部を変更する必要が生じたため、変更案について意見公募を実施いたします。
■募集期間　6月24日（水）～7月15日（水）
■閲覧場所（募集期間中のみ）
　本庁西庁舎１階閲覧所、大正・十和地域振興局１階閲覧所、
　興津出張所　※四万十町ホームページでも閲覧できます。
■提出方法
　①意見箱への投函　
　　閲覧場所に備え付けの意見書に記入して投函してください。

②郵送　
　〒786－8501 四万十町琴平町16-17
　四万十町役場企画課 企画調整係 宛 ※送料はご負担願います。
③FAX　22-3123
④Eメール　103080＠town.shimanto.lg.jp
⑤四万十町ホームページの専用フォームからも投稿できます。

意 見 公 募 の 実 施 に つ い て意 見 公 募 の 実 施 に つ い て

 [お問い合わせ先]　企画課 企画調整係　☎22-3124
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